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富士石油株式会社株式の譲渡について 

 

新日鉱ホールディングス株式会社（本社：東京都港区，社長：清水康行，以下「新日鉱

ＨＤ」）の子会社である株式会社ジャパンエナジー（本社：東京都港区，社長：高萩光紀，

以下「Ｊエナジー」）は，富士石油株式会社（本社：東京都品川区，社長：関屋文雄，以下

「富士石油」）が株式移転によりＡＯＣホールディングス株式会社（本社：東京都品川区，

社長：坂本吉弘）を設立するにあたり，商法規定に基づき，富士石油に対しＪエナジーが

保有する富士石油株式の買取を請求してまいりましたが，このたび富士石油との間で譲渡

条件について合意いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．譲渡の内容 

（１） 譲渡株式 富士石油普通株式 ５,１１２,５００株 

（２） 譲渡価額 ８,２７２百万円（１株１,６１８円） 

（３） 譲渡日  平成１７年２月２８日（予定） 

 

２．その他 

（１） Ｊエナジーと富士石油との間で従来から行われている石油製品取引については，

本株式譲渡とは関係がなく，今後も継続してまいります。 

（２） 本株式譲渡により，新日鉱ＨＤの平成１６年度連結業績において，約５５億円

の譲渡益を見込んでおります。 

以上 

 

＜ご参考：本件に関する経緯＞ 

①富士石油は，アラビア石油株式会社と共同して，平成１５年１月３１日，株式移転により持株会社ＡＯ

Ｃホールディングス株式会社を設立しました。 
②富士石油株式を保有するＪエナジーは，株式移転比率（１：１）に反対し，商法規定（商法第３７１条

第１項によって準用される商法第３５５条）に基づき，株式買取請求権を行使しました。 
③東京地方裁判所において，価格決定の審理が行われてきたところ，同裁判所から，裁判所選任の鑑定人

による鑑定結果を踏まえた和解勧告がなされ，検討の結果，合理的な内容と判断し，本和解内容による

株式譲渡を決定しました。 
お問い合わせ先 

新日鉱ホールディングス株式会社 株式会社ジャパンエナジー 

総務グループ（ＩＲ・広報担当） 

山本，高元，花島 

TEL：03(5573)5123 FAX：03(5573)5139 

E-mail：ask@shinnikko-hd.co.jp 

総務広報部 

宮澤，高田 

TEL：03(5573)6100 FAX：03(5573)6784 

E-mail：a083@j-energy.co.jp 

 


